
6月2日（日）唐津市において、日本赤十字社佐賀県支部との合同で、

佐１１１１賀DCATチーム員の研修会を開催しました。▼この研修
会は、避難所における活動の際、他の保健医療活動チも求められるた
め、お互いの意見交換等を行うことを目的に開催したもので、日赤救
護班3チーム18名、佐賀DCATチーム員6名の参加がありました。▼当
日は、避難所でのアセスメント実習を行う中で、DCATチーム員には
避難
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「佐賀DCATネットワーク推進合同研修会」を開催しました

〔避難者役としてヒアリングを受ける

チーム員の様子〕
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ともに寄り添い ともに築き ともに輝く 地域づくり

「第1回高校生福祉セミナー」を開催しました

6月15日（土）、佐賀県社会福祉会館Fukkuにて第1回
高校生福祉セミナーを開催しました。このセミナーは、
福祉・介護の仕事を目指している高校生や介護等の仕事
に興味を持っている高校生を対象に、西九州大学社会福祉
学科、佐賀県高等学校教育研究会福祉部会との共催で開催
しました。 当日は県内の高校10校から約120名の参加が
あり、施設長、グループホーム管理者、介護福祉士から
「福祉の仕事の多様性と求められる役割」をテーマとした
パネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、介護職を選ん
だ理由や福祉・介護の仕事の魅力、また職員の負担を減らす介護ロボットの活用や介護
記録の音声入力など、今の介護職・介護現場の現状についてもわかりやすく説明いただ
きました。 将来、福祉の道に進む高校生たちに、福祉・介護の仕事について、より
身近に感じてもらい、夢や希望を膨らませていただく良い機会となりました。

6月2日（日）唐津市において、日本赤十字社佐賀県支部
との合同で、佐賀DCATチーム員の研修会を開催しました。
この研修会は、避難所における活動の際、他の保健医療

活動チーム等との連携が必要なため、お互いの活動内容を
知り、実際の災害時にスムーズに活動できることを目的に
開催したものです。 当日は、日赤救護班3チーム18名、
佐賀DCATチーム員6名の参加がありました。 避難所での
アセスメント実習を行う中で、DCATチーム員には避難者役
としてヒアリングを受けることで、避難者からどのように
見えているのか、どう話しかけたら伝わりやすいかなど、
避難者の立場で考えていただきました。 受講後のアンケートでは「聞き取りされる側を
体験し、全ての内容、必要なことを相手に伝えることは難しいと感じました」「他団体と
の情報の共有など連携・協力することが重要だと思いました」などの意見がありました。
本会では、チーム員が不安なく活動できるよう、今後も実践的な研修等を行いチーム員
の資質向上に努めます。

〔パネルディスカッションの様子〕



5月下旬から7月上旬にかけて、県内の全市町社協を訪問
し、「個別ミーティング（懇談会）」を行いました。
これは、各地域における福祉課題やその解決に向けた

市町社協の取り組み、地域共生社会の実現に向けた活動等
について、市町社協と県社協が情報交換する場として、
毎年実施しているものです。 ミーティングでは、各市町
社協の重点事業や新規事業、包括的支援体制の構築や権利
擁護、災害対応等に向けた取り組み状況などこれらの事業を
実施する上での困りごとについて話し合い、実りあるもの
となりました。 このミーティングは、地域福祉の最前
線で取り組みを進める市町社協の「想い」を聴くとともに、市町社協と県社協の事業の
方向性の“目線合わせの場”としても貴重な機会です。 本会では、今後も市町社協の
皆さんとコミュニケーションを取り合いながら、地域共生社会の実現に向け、各地域の
特性に応じた福祉のまちづくりを進めてまいります。

各市町社協との「個別ミーティング」を行いました

〔活発な意見交換を行う
ミーティングの様子〕

社会福祉協議会が実施する生活福祉資金は「相談支援付きの貸付事業」です。これま
で貸付を行った方で、返済が難しい方に対しては、一般的な「督促」ではなく、電話や
お手紙、自宅訪問などの「相談」等を継続して行うことで、生活の困りごとに寄り添っ
た支援を努めています。利用者の生活状況の把握に努め、相手の立場になって返済の猶
予や免除などの情報提供等を行い、家計の見直しや就労支援が必要と思われる場合は生
活自立支援センター等の適切な支援機関につなぐことで、利用者の生活状況の改善を促
しています。 中にはどうしても連絡がつかない方もいますが、連絡や調査を継続的に
行っています。先日も返済が滞っている債権の中で、借受人や連帯保証人などの債務関
係者全員が死亡、または数年間行方不明であったり、認知症等の理由で返済、判断能力
が不十分となっていることが判明したため、その事実に基づき返済を免除しました。
今後も市町社協や関係機関と連携し、県民に寄り添った対応を行ってまいります。

生活福祉資金貸付金の返済が難しい方への支援をしています
(フォローアップ支援事業）

〇大研修室（最大100名）・・・利用料(税込） 半日17,000円(4時間）
〇中研修室（最大50名） ・・・ 〃 半日 9,900円( 〃 ）
〇会議室 （最大30名） ・・・ 〃 半日 5,400円( 〃 ）
（夜間利用時間：17:30～21:30）

※その他、夜間・日曜日の利用料については、本会HPをご覧ください。
また、右記QRコード、本会ホームページより空き状況の確認、仮予約
（ご利用日の120日前から）ができます。是非ご利用ください。

佐賀県社会福祉会館「Fukku(ふっく)」のご利用について
7/1から

夜間・日曜日の
貸出も始めました！


